
一般社団法人（予定）日本歯内療法学会 代議員選挙について 

 

定款第 6 条に基づく代議員選挙を実施します。代議員選挙施行細則第 4 条に基づき、ここ

に公示します。 

 

１．代議員数 

  定款第 6条②に基づき、50名以上 150名以内 

 

２．選挙方法 

  立候補者数が 150名を超えた場合、選挙を行い、150名を選出する。立候補者数が 150

名以下の場合、信任投票とする。いずれも郵便による方法とする。詳細は、2015年 11

月末までに日本歯内療法学会ホームページ（http://www.jea.gr.jp/）に掲載する。選挙

は定款第 6条⑥に基づき、2015年 12月に投票期間を設定し、実施する。 

 

３．立候補方法 

  代議員選挙施行細則第 3 条の条件を満たし、立候補を希望する方は、日本歯内療法学

会事務局（日本歯内療法学会Ｅメールアドレス：jea@kokuhoken.or.jp）までメールに

て立候補届を取り寄せる。立候補届の提出は簡易書留またはレターパックによるもの

とし、提出期限は 2015年 10月末日とする。 

 

４．次期代議員候補者名簿 

  代議員選挙施行細則第 5 条に基づき、選挙管理委員会は立候補者の資格審査を行い、

適格者を理事会に報告する。理事会は次期代議員候補者名簿として、2015 年 11 月開

催の理事会にて審議する。承認された次期代議員候補者名簿は日本歯内療法学会ホー

ムページ（http://www.jea.gr.jp/）に掲載する。 
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一般社団法人日本歯内療法学会 代議員選挙施行細則 

 

（目的） 

第１条 定款６条により代議員選挙を行うために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（選挙管理委員会） 

第２条 代議員選挙のために選挙管理委員会（以下委員会）を設置する。 

２ 委員の任期は、役員の任期に準じる。 

３ 委員会は、理事２名、代議員２名をもって構成する。 

４ 委員は、理事長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 

５ 委員長は、前項の委員の互選により選出する。 

６ 委員は、それぞれ異なる機関に所属する者でなければならない。 

７ 委員会の議長は、委員長とする。 

 

（一般会員の立候補） 

第３条 一般会員は、代議員選挙に立候補することができる。ただし、以下の全ての条件を

満たすことが必要である。ただし、歯内療法学に関わる主任教授は 1 大学につき 1

名まで、本条に関わらず立候補することができる。なお、任意団体から法人に移行

する時の任意団体における理事はこの限りではない。 

（１）一般会員歴が継続して７年以上。 

（２）専門医資格を有する。 

（３）理事の推薦を有する。ただし、1名の理事につき、自薦を含め４名の代議員候補者

までしか推薦できない。 

（４）歯内療法に関する教育、研究、臨床等から退役した場合、又は、満６８歳に達し

た場合には、立候補することができない。 

 

（代議員選挙の公示） 

第４条 代議員選挙の公示及び選挙日程については、委員会が学会誌及びホームページを

通じて行う。 

 

（候補者の決定） 

第５条 理事長は、次期代議員候補者名簿を理事会に提出し、承認を得る。 

２ 委員会は、立候補者の資格審査を行い、適格者を理事会に報告する。 

 

（投票） 

第６条 委員会は、次期代議員候補者名簿を一般会員に提示し、一般会員による投票を実施



する。定員に満たない場合には、信任投票を実施する。 

２ 投票の方法は、選挙期間に郵便にて投票する方法で行う。 

３ 信任投票の方法は、次期代議員候補者のうち、信任しないものを選挙期間に郵便にて

投票する方法で行う。 

 

（当選者の決定） 

第７条 前条第２項に基づく投票は、得票数が上位から定員までのものを代議員当選者とす

る 

２ 前条第３項に基づく信任投票は、一般会員の過半数の信任を得たものを代議員当選者

とする。 

 

（選挙の無効） 

第 8条 委員会は、投票に不正行為があったと見なされる場合には、その選挙を無効とし、 

再度の選挙を行う。 

 

（選挙結果の報告） 

第９条 委員会は、選挙結果を理事長に文書をもって報告するとともに、理事会、社員総会

に報告しなければならない。 

 

（細則の改廃） 

第 10条 本細則の改廃は、理事会の承認を経て行われなければならない。 

 

附則 

この細則は、平成 27年 7月 10日に承認され、平成 28年 1月 1日から施行する。 

 


